
 
 

 
令和４年７月１２日（火）  曇  Ｎｏ．２ 

 
  

▲会長挨拶 ▲濵田ガバナー補佐 
                                                 

                                                

会長  芝本 忠雄 
 

皆さん、こんにちは！ 先週の初例会では、沢山の激励のニコニコを戴き、ありがとうご

ざいました。この調子で、本日も沢山のニコニコをよろしくお願いします。 

 さて、一昨日の参議院選は、如何だったでしょうか？ 新たに１２５人の議員が誕生した

訳ですが、先生方には、今後責任を以って国政を担って戴きたいと思います。また、金曜

日の安倍元総理のご逝去は、衝撃的で、まさに混沌とした今の時代、何が起こるか分か

らない時代を象徴するかのような事件でした。安倍元総理のご冥福をお祈りしますととも

に、二度とこのような悲劇が起こらぬよう、要人警護の在り方も検証して戴き、再発防止を

心掛けて戴きたいと思います。 

  

さて、新年度の２回目の本日の例会は、２６日のガバナー公式訪問例会を前に、東播

第２グループを担当されます濵田喜重ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ協議会となっ

ております。 濵田ガバナー補佐は、高砂青松ロータリークラブ所属で、本日は随行員と

して坂口嘉久氏とご一緒にお越し戴きました。 

後程、多くの時間を取っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

去る５月２３日に東播第２グループの５クラブの会長幹事予定者の顔合わせの会がござ

いました。 その折、濵田ガバナー補佐よりこの「ロータリーの本」を戴きました。 昭和２６

年初版で、愛媛の今治ロータリークラブが出版されています。 ここにありますのは、時が

経て、昭和４７年に再版されたものの写しです。 今からちょうど７１年前の「ロータリーの

本」を最近読書することの少なくなった私が奮起して読み切りました。 

時代と共にロータリー活動も変化していますが、この御本を読むように進めて戴いてよか

ったです。 ロータリーの奉仕とは、仏教で言う「利他の心」をもつことであります。 

また、明治の巨匠、澁澤栄一氏の「論語と算盤」は、ロータリーの職業奉仕そのものであり

ます。 「利益は、目的ではなく、手段であり、社会にどう貢献するか」 と言う合本主義で

あり、 ロータリーの職業奉仕そのものではないかと気が付きました。ロータリーの奉仕活

動の内容をいうのではなく、ロータリアンの心の持ち方、倫理感がロータリーの学びであり

  

 

 

 会長の時間 



ます。 その学び舎として例会が存在し、親睦を深め、その心に触れているのです。 ロ

ータリーの活動は、勉強になることばかりです。 

今後とも、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

                                                

１） ☆他クラブニュース 

例会変更のお知らせ 

               ◇８月１０日（水）→休会[定款第７条第１節(ｄ)補足１項] 

               ◇８月１７､２４日（水）→臨時休会 

               ◇８月３１日（水）→休会[定款第７条第１節(ｄ)] 

高砂青松 RC       ◇８月１０日（水）→休会[定款第７条第１節(ｄ)] 

               ◇８月１７日（水）→８月２２日（月）竹田契一先生講演会 

                             於；高砂市文化会館 

               ◇８月２４日（水）→早朝例会 午前６時半～ 於；十輪寺 

               ◇８月３１日（水）→８月２７日（金）午後６時～ 納涼例会 

     ◇８月１０､３１日（水）→例会取消[定款第７条第１節(ｄ)] 

２） ＢＯＸに加古川中央 RC と加古川平成 RCの会員名簿各１冊を入れております。 

３） 次週１９日の例会はクラブ協議会となっております。各委員長様のご出席をお願い

致します。欠席の場合は副委員長様にお願いしておいて下さい。 

 

                       

省           略 ☺ ご挨拶として多額のニコニコを頂いております。 

 省 略 ☺ 東播第２グループガバナー補佐濵田喜重様、随行者坂口嘉久
様をお迎えした喜び。 

 省 略 ☺ 濵田ガバナー補佐様、坂口随行員様、ようこそ加古川 RC へお

いで下さいました。 

 省 略 ☺ 先週欠席したお詫び。芝本会長頑張って下さい。 

 省 略 ☺ 濵田ガバナー補佐様、随行の坂口様、ようこそ加古川 RCへ。 

 省 略 ☺ ガバナー補佐濵田様、随行者坂口様、ようこそ加古川 RC へお

越し下さいました。 

 省 略 ☺ 安倍晋三元首相ただただお偲び申し上げます。 

 省 略 ☺ 写真ありがとうございました。 

 省 略 ☺ テーブルの花いただきます。 

以上９件 \17,000- 

  本年度累計\160,000- 

 

 

☆ 今 週 会員数 70名 出席 42名 出席免除 14名 欠席 14名   

☆ 欠 席 者 省略 

 

☆ 前 々 週 会員数 72名 出席 55名 出席免除 9名 欠席 8名   

☆ ゲ ス ト 東播第２グループガバナー補佐 濵田 喜重氏 

随行者 坂口 嘉久氏（高砂青松ＲＣ）                   

 幹事報告 

ニコニコ 

 出席委員会 

明石 RC  

加古川平成 RC  



 

  例会場当番 

 ７月１９日(火) 穴田､山本正 

 ７月２６日(火) 𠮷田､安福 
 
 

 

    
2022年規定審議会 クラブと地区に関連する重要な変更 

（括弧内の数字は関連する制定案番号を示しています） 
 

 出席  

ローターアクター：ローターアクターは、招待されなくてもロータリークラブとロータリー

衛星クラブの例会に出席できることが明文化されました（22-84）。 

報告：クラブが地区ガバナーに月次出席報告を提出する義務は廃止されました（22-85）。 

出席規定の免除：次の要件が満たされた場合、会員が出席規定の免除を受けるためにクラブ

理事会の承認を必要としないことが明確になりました。「一つまたは複数のロータリークラブ

のロータリー歴と会員の年齢の合計が 85 年以上であり、少なくとも 20 年のロータリアン

歴があり、出席規定の適用を免除されたい希望を、書面をもって、クラブ幹事に通告した場

合」（22-92）。 

 

 奉仕部門 

平和：標準ロータリークラブ定款の第三奉仕部門が次のように改正されます： 

「奉仕の第三部門である社会奉仕は、 地域社会における 積極的平和を目指すことにより、 

クラブの所在地域または行政区域内に居住する人々の生活の質を高めるために、時には他と

協力しながら、会員が行うさまざまな取り組みから成るものである」。ロータリーのパートナ

ー団体である経済平和研究所は、「積極的平和」を「平和な社会を作り、維持するために必要

な行動・姿勢、組織、構成」と定義し、その要素には、「良好なビジネス環境、資源の公平な

配分、 情報の自由な流通、高レベルな人的資本、他者の人権の受容、低レベルの腐敗／汚職

など」が含まれます（22-78）。 
 

 クラブ  

訴訟：地区に対して訴訟が起こされたり、訴訟が継続されたりした場合、RI 理事会は、訴訟

を起こした／継続したクラブまたはローターアクトクラブ、 あるいは訴訟を起こした／継続

した会員またはローターアクターを有するクラブまたはローターアクトクラブを、加盟停止

または終結する権限が与えられます（22-38）。 

クラブ理事会の議事録：理事会のすべての会合後 30 日以内に、書面による議事録を全会員

が入手できるようにするべきです（以前は 60 日以内）（22-07）。 
 

 クラブ財務  

クラブ人頭分担金の増額：よりよい支援をクラブに提供するため、RI 人頭分担金は、2022-

23 年度には半年ごとに米貨 35 ドル 50 セント、2023-24 年度には 半年ごとに米貨 37 ド

ル 50 セント、2024-25 年度には半年ごとに米貨 39 ドル 25 セント、2025-26 年度には半

本日７月１２日(火) ７月１９日(火) ７月２６日(火) ８月２日(火) 

クラブ協議会 
（公式訪問前） 

 
クラブ協議会 

 
ガバナー公式訪問 

例会変更（日時･場所変更）
納涼例会 

４日（木）午後６時～ 
於；加古川プラザホテル 

ボールルーム 
親睦活動委員会担当 

 親睦活動委員会 

 プログラム委員会 



年ごとに米貨 41 ドルとなります（22-46）。 
 

 審議会  

立法案：地区は、クラブ提案の立法案と同様の承認手続きによって、規定審議会に制定案を、

決議審議会に決議案を提出できるようになりました。地区が提案する制定案と決議案は、地

区大会、地区立法案検討会、RIBI 地区審議会、またはガバナーの実施するクラブ投票によっ

て承認を受けなければなりません（22-56）。 

採択された決議案：RI 理事会は、決議審議会の終了から  1 年以内に、審議会によって採択

された決議にかかわるすべての理事会の決定について、全地区 ガバナーに通知することが義

務づけられます（22-69）。 
 

 地区 

ゾーン内のセクション：RI 理事会がゾーン内のセクションを新設、変更、廃止する際にクラ

ブの過半数の承認を必要とするという規定が廃止されました（22-28）。 

地区の境界変更：地区の境界の変更基準が変更されたことにより、RI 理事会 は、クラブ数

が 20 未満またはロータリアン数が 1,100 名未満の地区の境界を変更、またはそれらの地区

のクラブを近隣地区に統合、あるいはクラブ数が 100 またはロータリアン数が 5,400 名を

上回る地区を分割することができるようになりました（22-72）。 

試験的プロジェクト：RI 理事会は、 影響を受ける全地区による承認を得ることを条件とし

て、RIBI および／またはオーストラリアとニュージーランドを含むゾーン内のクラブの管

理方法として試験的プロジェクトを創設できます（22-71）。 

ガバナーの選出：候補者推薦の提出の要請は、指名委員会への推薦の締切日の少なくとも 2 

カ月前までに行われなければならないことが明確になりました。  

また、後継者の選出が既に完了している場合におけるガバナーノミニーとガバナーエレクト

の空席を埋めるための手続きが明確になりました（22-61）。 
 

 会員  

公平さとインクルージョン：すべてのロータリークラブとローターアクトクラブが構築に努

めるべき「バランスの取れた会員基盤」の定義の一部として、多様性に加えて公平さとイン

クルージョンが追加されました（22-10）。 

所在地域：会員がクラブの所在地域に住居または事業場を有するという要件が廃止されまし

た（22-13）。 

入会候補者：正会員はどのクラブに対しても入会候補者を推薦できるようになりました

（22-14）。 

衛星クラブ：衛星クラブの会員は一つのスポンサークラブのみの会員である必要はなくなり

ました（22-15）。 
 

RI 委員会 

ローターアクト：ローターアクターは RI 委員会の委員を務めることができるようになりま

した（22-18）。 
 

RI 財務 

年次報告書と予算：すべてのクラブとローターアクトクラブは、RI の年次報告書と予算を 

RI ウェブサイトから入手できるものとすることが規定されました（22-54）。 
 

RI 役員 

RI 理事：RI 理事および理事指名委員会委員の資格条件から、ロータリー研究会と国際大会

への出席という条件が削除されました（22-21）。 

元役員という立場：RI 理事会は、そのような決定が下されるべきではない理由を元役員が述

べる聴聞の機会を与えた後で、ロータリアンの元役員身分を剥奪する権限が与えられます

（22-27）。 


